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平
成
21
年
12
月
に
農
業
経
営
基
盤

強
化
促
進
法
が
改
正
さ
れ
、
農
地
を

効
率
的
に
利
用
し
、
面
的
な
集
積
を

促
進
す
る
た
め
、｢

農
地
利
用
集
積

円
滑
化
事
業｣

が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。  

　

市
で
は
、
農
地
利
用
集
積
円
滑
化

事
業
の
う
ち
、
次
の
事
業
を
実
施
し

て
い
ま
す
。　

「
所
有
し
て
い
る
農
地
を
貸
し
た
い
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

考
え
て
い
る
方
へ

農
地
所
有
者
代
理
事
業

　

農
地
の
所
有
者
の
方
が
、
農
地
利

用
集
積
円
滑
化
団
体
に
対
し
、
農
地

の
貸
し
付
け
に
係
る
委
任
を
し
、
農

地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
が
農
地
所

有
者
の
代
理
と
な
り
、
農
地
の
貸
し

付
け
を
行
う
事
業
で
す
。
農
地
所
有

者
に
と
っ
て
は
、
み
ず
か
ら
貸
付
先

を
探
す
必
要
が
な
く
、
安
心
し
て
農

地
を
任
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た

だ
し
、
農
地
の
所
有
者
は
、
農
地
の

受
け
手
で
あ
る
耕
作
者
を
指
定
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

  

つ
く
ば
み
ら
い
市
担
い
手
育
成

総
合
支
援
協
議
会
（
谷
和
原
庁
舎
農

政
課
内
）
☎
58
‐
２
１
１
１
（
内
線

８
１
５
６
）

問
委任

農地利用集積
  円滑化団体

・勤めが忙しくて農作業
　ができない。
・後継者がいないので農
　業をやめたいが農地は
　売りたくない。

・農地を集約して機械を
　有効に利用したい。
・規模拡大して安定した
　経営をしたい。

借りたい

貸したい

平
成
24
年
度
特
別
児
童
扶
養
手
当
・

　

 

特
別
障
害
者
手
当
な
ど
の
手
当
額
に
つ
い
て

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
・
特
別
障
害
者

手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当
額
が
平
成
24

年
度
よ
り
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当
（
１
級
）

　

5
０
５
５
０
円
↓
５
０
４
０
０
円

　
（
月
額
）

▼
特
別
児
童
扶
養
手
当
（
２
級
）

　

３
３
６
７
０
円
↓
３
３
５
７
０
円

　
（
月
額
）

▼
特
別
障
害
者
手
当

　

２
６
３
４
０
円
↓
２
６
２
６
０
円

　
（
月
額
）

▼
障
害
児
福
祉
手
当

　

１
４
３
３
０
円
↓
１
４
２
８
０
円

　
（
月
額
）

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
精
神
ま

た
は
身
体
に
重
度
・
中
度
の
障
が
い

　

  　

伊
奈
庁
舎
社
会
福
祉
課　

☎

58
‐
２
１
１
１
（
内
線
１
１
５
４
）

問
申 が

あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
、
家
庭

で
監
護
（
保
護
者
と
し
て
生
活
の
面

倒
を
み
る
こ
と
）
し
て
い
る
父
ま
た

は
母
、
も
し
く
は
父
母
に
代
わ
っ
て

養
育
し
て
い
る
方
が
受
け
ら
れ
る
手

当
で
す
。

　

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉

手
当
は
、
精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度

の
障
が
い
が
あ
り
、
家
庭
で
生
活
し

て
い
る
方
が
受
け
ら
れ
る
手
当
で
す
。

　

手
当
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必
要

で
す
。
対
象
と
思
わ
れ
る
方
で
、
ま

だ
申
請
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
種
別
変
更

　
　
　

こ
の
よ
う
な
と
き
は
届
出
を
！

　

国
民
年
金
制
度
で
は
、
国
内
に
居
住

す
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
ま
で
の
す
べ

て
の
方
に
、
加
入
が
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
国
民
年
金
の
加
入
種
別
は
、

次
の
3
種
類
に
分
か
れ
て
お
り
、
届
出

は
加
入
時
だ
け
で
な
く
、
種
別
が
変

わ
っ
た
と
き
に
も
必
要
で
す
。

　

種
別
変
更
の
届
出
を
忘
れ
る
と
、
年

金
が
受
け
取
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
手
続
き
は
、年
金
手
帳
を
添
え
て
、

そ
の
都
度
忘
れ
ず
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

【
国
民
年
金
の
加
入
種
別
】

■
第
1
号
被
保
険
者

　

自
営
業
や
農
業
・
漁
業
の
方
と
そ

の
配
偶
者
、
20
歳
以
上
の
学
生
、
フ

リ
ー
タ
ー
の
方
な
ど
が
対
象
。
手
続

き
は
、
伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課
。

■
第
2
号
被
保
険
者

　

会
社
や
官
公
庁
に
お
勤
め
の
方
な

ど
、
厚
生
年
金
や
共
済
組
合
に
加
入

し
て
い
る
方
が
対
象
。
手
続
き
は
、

会
社
や
官
公
庁
。

■
第
3
号
被
保
険
者

　

国
民
年
金
の
第
2
号
被
保
険
者
に

扶
養
さ
れ
て
い
る
配
偶
者
の
方
が
対

象
。
手
続
き
は
、配
偶
者
の
勤
務
先
。

【
種
別
変
更
と
な
る
ケ
ー
ス
】

●
第
1
号
被
保
険
者
と
な
る
ケ
ー
ス

　

第
2
号
被
保
険
者
が
退
職
さ
れ
る

と
、
第
1
号
被
保
険
者
（
第
3
号
被

保
険
者
に
な
る
場
合
は
除
く
）
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
方
に
扶
養
さ

れ
て
い
た
第
3
号
被
保
険
者
が
い
る

場
合
、
そ
の
方
も
第
1
号
被
保
険
者

に
な
り
ま
す
。
手
続
き
は
、
伊
奈
庁

舎
国
保
年
金
課
で
行
い
ま
す
。

●
第
2
号
被
保
険
者
に
な
る
ケ
ー
ス

　

第
1
号
被
保
険
者
ま
た
は
第
3
号

被
保
険
者
が
、
就
職
し
て
厚
生
年
金

な
ど
に
加
入
す
る
と
、
第
2
号
被
保

険
者
に
な
り
ま
す
。
加
入
手
続
き
は

会
社
や
官
公
庁
が
行
い
ま
す
。

●
第
3
号
被
保
険
者
に
な
る
ケ
ー
ス

　

会
社
な
ど
を
退
職
し
て
厚
生
年
金

な
ど
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
の
被
扶
養

配
偶
者
に
な
る
方
な
ど
が
、
第
3
号
被

保
険
者
に
な
り
ま
す
。
届
出
は
、
配
偶

者
の
勤
務
先
を
通
じ
て
行
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
伊
奈
庁
舎
国
保
年
金

課
、
ま
た
は
土
浦
年
金
事
務
所
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

  

・
伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課　

☎

58
‐
２
１
１
１
（
内
線
１
１
８
６
）

・
土
浦
年
金
事
務
所
（
土
浦
市
下

高
津
２
‐
７
‐
29
）
☎
０
２
９
‐

８
２
４
‐
７
１
２
１

問

【
農
地
利
用
集
積
円
滑
化
団
体
（
実

施
主
体
）
と
は
】

　

つ
く
ば
み
ら
い
市
担
い
手
育
成
総

合
支
援
協
議
会
（
つ
く
ば
み
ら
い
市

農
政
課
内
）
と
茨
城
み
な
み
農
業
協

同
組
合
で
す
。

　

農
地
を
貸
し
た
い
と
考
え
て
い
る

方
は
、
ぜ
ひ
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

協議
調整・

・
つ
く
ば
み
ら
い
市
担
い
手
育
成
総

　

合
支
援
協
議
会
（
農
政
課
内
）

・
茨
城
み
な
み
農
業
協
同
組
合


